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問い合わせ　町民課 生活環境係　☎ 86-6072

　犬の登録と狂犬病予防注射（集合）を行います。
狂犬病予防注射は毎年１回受けなければなりません。

〈注意事項〉
　犬の登録は生涯１回です。すでに登録済の方は
犬の登録手数料（新規）がかかりません。なお、
生後３か月未満の犬は、登録および狂犬病予防注
射はできません。
　飼い犬が死亡したり、行方不明になった場合は
連絡をしてください。

【 料　　金 】

犬の登録手数料（新規の場合） 3,000円

狂犬病予防注射手数料（集合） 2,950円

狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

　合　　　計 　 6,500円

※コジュリンカードをお持ちの方は持参してください

犬犬の登録と狂犬病予防注射の登録と狂犬病予防注射
月　日 場　　所 時　　間

  ４月 
16日㈰ 役 　 場   9:00～11:45

13:30～15:45

４月 　  
17日㈪

大 友 公 民 館   9:00～  9:20
小 座 区 民 館   9:30～  9:50
粟 野 公 民 館 10:00～10:20
ふれあいセンター（小南） 10:30～11:10
東 庄 町 児 童 館 11:20～12:00
舟 戸 青 年 館 13:30～13:50
ふれあい公園（東和田） 14:00～14:40
小 貝 野 公 民 館 14:50～15:10
本 郷 公 民 館 15:20～15:45

  ４月 
18日㈫

青 馬 青 年 館   9:00～  9:20
雲 井 岬 公 園 駐 車 場   9:30～  9:50
旧 東 庄 病 院 跡 地 10:00～11:00
新 宿 青 年 館 11:10～11:50
竜 神 台 青 年 館 13:20～13:50
羽 計 台 青 年 館 14:00～14:30
羽 計 青 年 館 14:40～15:10
宿 浜 区 協 同 館 15:25～15:45

おでかけ号が新しくなりました

　おでかけ号は、子どもや高齢者、障がい者など誰もが、
スーパーや医療機関、公共施設などに行くために利用でき
る大切な交通手段です。
　この度、自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業
として実施している「コミュニティ助成事業」の助成金を
活用して、車両を２台整備しました。この事業は、地域住
民のコミュニティ活動の充実、強化を図ることにより、地
域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目
的として行われています。

新しくなったおでかけ号を
ぜひご利用ください

運行曜日　月、火、木、金、土（年末年始はのぞく）
問い合わせ　健康福祉課 福祉係 ☎ 79-0910
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報告者　笠井貴義

▲YouTube
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全ての自転車利用者に、
ヘルメットの着用が義務化
されます 努力
　道路交通法の一部改正により、４月１日か
ら、年齢を問わず自転車に乗るすべての人に、
ヘルメットの着用が努力義務化されることに
なりました。
　交通事故に遭った時、ヘルメット非着用は、
着用時と比べると致死率が 2.2 倍以上に上が
ります。自転車に乗るときは“命を守る乗車
用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。

問い合わせ　総務課 庶務係　☎ 86-6082

縦覧と課税台帳の閲覧ができます
土地・家屋価格等縦覧帳簿

　縦覧帳簿で自分の資産の価格をほかと比較することが
できます。

期間　４月３日㈪～５月 31 日㈬
場所　役場町民課　固定資産税係
料金　 無料（期間以外は 300 円）
　　　縦覧・閲覧ができる人　納税義務者、納税管理

　　人や代理権を有する人
必要書類　運転免許証などの本人確認書類、委任状
　　　　　（代理人の場合）
※ 土地や家屋を借りている人が課税台帳を閲覧する場

合、賃貸借契約書の提示が必要

問い合わせ　町民課 固定資産係
　　　　　　☎ 86-6073

▲開校式後に行われた産業用ドローンの
　デモ飛行




